
施策名：

施策番号： -

１　施策の基本情報 ３　市民意識調査（市民評価）

２　目標指標

※割合の合計は、端数処理の関係により100％にならない場合があります。

４　担当局評価（一次評価） ５　施策評価結果（二次評価）

26年度
30.3%

第　８位 / 20施策

25年度 第15位 / 20施策
●満足度

満足
どちらかと
いえば満足

第12位 / 20施策

行政が取り組んでいくこと ■ものづくり産業の競争力強化に向けた支援

○やや
　遅れ

主な
事務事業

・ものづくり総合支援事業
・中小企業新技術・新製品創出支援事業

○遅れ
ている

関連する
目標指標

行政が取り組んでいくこと

①～⑩
　上記方針に沿った平成28年度向けの具体的な支援施策については、産
業振興基本条例の基本理念を踏まえ、既存の産業、雇用就労施策を整理
し、重点的に取り組む施策について検討する。

25年度

①②③
④

●概ね
　順調

6 ** ** **

これまでの取組の成果と課題（目標に向けての進捗と指標への貢献度）

【ネットワーク】
⑦産学公融の交流に関しては、AMPIが大学と産業界を結ぶ研究開発ネットワークの拠点としてさまざまな研究開発を実施しているほか、「産
学公ネットワーク協議会」「産学公イノベーション推進協議会」などを通じた取組を実施している。
⑧平成27年度は、産業振興基本条例に基づく、事業者及び産業関係団体等と連携して産業の振興等に関する施策を推進することができる
体制づくりとして「尼崎市産業振興推進会議」を設置し、各団体等が把握している課題を共有し、施策をともに推進していくための意見交換等
を行う。さらに、こうした取組と合わせて、既存の産学公融ネットワークについてもさらなる活性化を図る。

件

1,017 ** **

【全体】
①平成26年10月に産業の振興、起業の促進、雇用就労の維持創出に関する基本理念を示した産業振興基本条例を定めたところである。今
後は条例の基本理念に基づき、本市産業施策の評価・整理を行い平成28年度に向けて重点的に取り組むべき施策の再構築を行っていく。
②また、上記の施策再構築に当たっては、「事業所景況調査事業」などを通じて、常に変化していく経済動向や産業界のトレンドを把握し、よ
り効果的な施策構築のためのデータ分析を行っていく。
【ものづくり産業】
③ものづくり産業の競争力強化に向けては、研究開発・製品開発や販路開拓等の支援、環境関連等の新規成長分野産業の成長促進支援、
融資制度等の金融支援等のほか、産学公融ネットワークを活用した取組等を通じて、市内製造業の製造品出荷額や利益計上法人の割合の
増加を目指している。（指標①②③）しかしながら、H24－H25の製造業の製造品出荷額は、全国では増加しているものの、本市では減少して
おり、こうした現状について分析を行う必要がある。

8⑤
企業立地促進制度における認
定事業件数

↑ H24 2 10

873 件 1,500 880④
AMPI機器利用・依頼試験件
数

↑ H24

1,315,212

③
市内製造業の利益計上法人の
割合（尼崎市税務統計）

↑ H24 35.9
利益計上法人/

総法人

（％）
40 38.3

**

** **

②
市内製造業の製造品出荷額
（工業統計）

↑ H24 1,347,362 百万円 1,347,362

地域経済の活性化

15 01

税収の安定・向上につながる取組

　総合計画に掲げる２０施策について、その進捗度や関連する項目
の市民意識を把握するため、施策の「重要度」、取組の「満足度」に
ついての現状をお伺いするアンケートを実施しました。

平成27年度　施策評価表　（平成28年度向け施策の取組方針）

15 展開方向 01

11　産業振興条例に基づいて既存の産業施策を再構築し、起業支援やモノづくりの高付加価値化、メリハリのある商業支援などに取り組みます

プロジェクト項目の該当有無

**

**

** **

40.6 **

局重点課題項目の有無

H25

①

地域経済の活性化

●

方向
指　標　名 基準値

施策名

● 産業施策の再構築及び執行体制の見直し、所管外郭団体の今後の取組方針の策定について

市長公約の該当有無 ●

地域経済を支える「ものづくり産業」の競争力を高めま
す。

H28

50.0%

** ** **

**

**

H29
現時点で
の達成率

26年度
1.1%

・ものづくり産業の競争力強化に向けた支援
を実施してきたほか、景気動向等により、市
内製造業の利益計上法人の割合は上昇し
ている。

・ＡＭＰＩ機器利用・依頼試験件数について
は、増加傾向にあるが、ピーク時と比較する
と減少傾向にあること等から、ＡＭＰＩと他の
公設技術支援機関との役割分担をしっかり
行うとともに、機器装置の入れ替えをする際
には、尼崎市の企業にどういう影響がある
のかということについて分析を行う。

・産業振興基本条例を踏まえた施策の再構
築にあたっては、既存の産業・雇用就労事
業の検証を十分に行うとともに、今後の施策
の効果検証をどのようにするかという視点を
踏まえて取り組む。

・産業振興基本条例に基づき、庁内外の関
係機関が参画して設置した「尼崎市産業振
興推進会議」においては、本市産業の現況
にかかるデータや分析を情報共有するととも
に、本市産業施策の効果検証を行う。

●上記取組方針を踏まえ、施策の２次評価
は「転換調整」とし、より効果的な取組への
転換に向け調整を行う。

改革・改善の提案につながる項目

評価と取組方針

【ものづくり産業の競争力強化に向けた支援】
③④⑤ものづくり産業は、本市産業の中核であるが、従来よりも、製造品
出荷額や雇用吸収力が低下している。したがって、ものづくり産業への支
援については、労働生産性を高め高付加価値化へとつながるための支援
に重点化を図るとともに、ものづくり産業の知識集約型への転換を推進す
るため、市内の研究機関や教育機関などとの更なる連携を図る。
　ものづくり産業への支援に関しては、国県、各産業支援団体との役割分
担や連携体制を明確化し、事務事業の見直しを実施する。
　ものづくり支援センターについては、上記に加え、センター機能の強化に
つなげていく効果的な事業展開の整理を行うとともに、外郭団体の見直し
に併せて効率化を図っていく。（施設のメンテナンスや機器装置の計画的
廃棄・導入等。）

【ものづくり産業の集積の形成・維持・保全と活性化】
⑨「企業立地促進条例運営事業」については、市内産業団体との連携を深
め、本市の立地優位性、優遇制度のさらなる周知に努める。
⑩「工場立地法の特例措置条例運営事業」については、企業の市外転出
を抑制するため、緑地面積基準の見直しについて検討を行う。

次年度に向けた取組方針

新規・拡充の提案につながる項目

12.1%

①～⑩
・上記方針に沿った平成28年度向けの具体的な支援施策については、産
業振興基本条例の基本理念を踏まえ、既存の産業、雇用就労施策を整理
する中で、事業の精査を行う。
・上記と併せて、重点施策の成果を明確に数値化できるよう、目標指標に
ついても検討する。

５点満点中　　4.24点（平均4.39点）

17.4% 2.8%

５点満点中　　2.95点（平均2.91点）

66.5%

ふつう

５点満点中　　2.91点（平均2.95点）

1.3% 0.8%

どちらかとい
えば不満足

不満足

第14位 / 20施策 ５点満点中　　3.90点（平均3.99点）
32.6% 35.1%

項目内容
●ものづくり産業の競争力強化
●地域社会を支える事業活動の支援

●重要度

重要 まあ重要 ふつう
あまり重要
でない

重要でない

100%

23.0%

主担当局 経済環境局

（H29） H26
目標値 実績値

H27

**

市内額/

全国額

0.00467
以上

0.00450
市内製造業の製造品出荷額の
全国に占める割合（工業統計）

↑ H24 0.00467

進捗 ○順調

【技術支援・拠点・販路開拓】
④研究開発・製品開発支援等については、事業拡大を図り雇用創出に寄与するために、「中小企業新技術・新製品創出支援事業」（平成26
年度の助成件数は5件。また、平成24年度より、新エネルギー・省エネルギー・環境改善分野の研究開発について積極的に支援している）や
「ものづくり総合支援事業」を実施しており、それぞれの事業で一定の成果を収めている。（指標④）
⑤近畿高エネルギー加工技術研究所（以下、AMPI）で保有している加工・評価機器装置については、開所以降増加を続けてきた利用件数
が、平成20年度の1,901件をピークに低下している。この原因は、過去導入した機器が老朽化・陳腐化していることなどが挙げられるが、近年
は老朽化した機器の一部を更新したこと、付属部品を購入し既存機器を高付加価値化したこと、利用率向上に向けてＰＲを強化したことなど
により、H26の実績値は増加傾向にある。（指標④）今後は、ものづくり産業の高付加価値化やものづくり産業の人材育成を行う上でも、老朽
化・陳腐化が進む機器装置の計画的な入れ替えが必要である。
⑥販路開拓の支援については、市内企業の商取引の拡大や技術交流の促進を図る「産業情報データバンク事業」や「尼崎産業フェア開催事
業」を実施している。「産業情報データバンク」は市内製造事業所の詳細なデータを保有しており、企業間のビジネスマッチングに寄与してい
る。また、「尼崎産業フェア開催事業」においては、入場者数が年々減少している状況にあり、参加企業を含めた同フェアのあり方について実
行委員会で検討を行う。また、平成28年度は、市制100周年の冠事業として同フェアを開催し、これに合わせて中小企業都市サミットも同時開
催することから、これらの時期を捉えて事業のあり方を議論していく。

進捗 ○順調

■ものづくり産業の集積の形成・維持・保全と活性化

●概ね
　順調

○やや
　遅れ

○遅れ
ている ■転換調整 □現行継続

【企業立地の促進】
⑨市内において製造事業所などが設備投資する場合に奨励措置を行う「企業立地促進条例運営事業」により企業立地を促進しているが、本
条例内容について、新たな設備投資の促進などのために奨励措置方法を不均一課税から補助金に変更するとともに、中小企業における設
備更新を奨励措置対象とし、また研究開発機関の従業員数の要件を緩和するなど、企業の市外転出抑制のため支援を充実させる改正を
行った。この改正により企業立地促進制度における認定事業件数が増加し、立地・設備投資を促進することを目指している。（指標⑤）
⑩企業立地促進法に基づく工場立地法の特例措置を活用し、工場立地法の緑地面積率及び環境施設面積率の規制を緩和する本市の基準
を定めるとともに、緩和する緑地面積相当分以上を、景観に配慮した沿道等の緑量の確保や、緑地用地の高度利用促進など本市独自の景
観に配慮した工場緑化等の促進を図る「工場立地法の特例措置条例運営事業」を実施しているものの、現在も既存不適格の企業において、
建て替えに際し緑地面積の確保が課題となっている。

関連する
目標指標

主な
事務事業

・企業立地促進条例運営事業
・工場立地法の特例措置条例運営事業

①②⑤

総合評価

□重点化

3.49

3.59

3.69

3.79

4.39

３.99

4.09

4.19

4.29

3.002.60 2.70 2.80 2.90 3.503.10 3.20 3.30 3.40

１．地域コミュニティ

２．生涯学習

３．学校教育 4．子ども・子育て支援

５．人権尊重

６．地域福祉

７．高齢者支援

８．障害者支援

９．生活支援

10．保健医療・年金

11．地域保健

12．消防・防災

13．生活安全

14．就労支援

15．地域経済の活性化

16．文化・交流

17．地域の歴史

18．環境保全・創造

19．住環境

20．都市基盤

満
足
度

重要度

３.89

平均値
（重要度）
３．９９

3.39

平均値
（満足度）
２．９５



施策名：
施策番号： -

１　施策の基本情報 ３　市民意識調査（市民評価）

２　目標指標

※割合の合計は、端数処理の関係により100％にならない場合があります。

４　担当局評価（一次評価） ５　施策評価結果（二次評価）

局重点課題項目の有無

2.8%

主担当局 経済環境局

26年度
1.1%
第12位 / 20施策

2

**

H26

□重点化 ■転換調整

実績値

● 産業施策の再構築及び執行体制の見直し、環境モデル都市としての尼崎版グリーンニューディールの推進

現時点で
の達成率H27 H28H25（H29） H29

項目内容
●ものづくり産業の競争力強化
●地域社会を支える事業活動の支援

●重要度

重要 まあ重要 ふつう
あまり重要
でない

重要でない

５点満点中　　3.90点（平均3.99点）
32.6% 35.1% 1.3% 0.8%

第14位 / 20施策

○順調

５点満点中　　4.24点（平均4.39点）

５点満点中　　2.91点（平均2.95点）

ふつう
どちらかとい
えば不満足

12.1% 66.5% 17.4%

不満足
どちらかと
いえば満足

○順調
●概ね
　順調

○やや
　遅れ

○遅れ
ている

進捗
関連する
目標指標

483.9 **

6 **

3.2 **

530.1

**

環境と共生する持続可能な社会経済活動をめざして、産
業の育成と次代を担う人材の育成を進めます。

地域経済の活性化

●

主な
事務事業

・リサーチコア推進事業
・起業家等立地支援事業

③④⑤

方向
指　標　名 基準値

目標値

施策名 15 展開方向 02

11　産業振興条例に基づいて既存の産業施策を再構築し、起業支援やモノづくりの高付加価値化、メリハリのある商業支援などに取り組みます市長公約の該当有無 ●

地域経済の活性化
15 02

税収の安定・向上につながる取組

　総合計画に掲げる２０施策について、その進捗度や関連する項目
の市民意識を把握するため、施策の「重要度」、取組の「満足度」に
ついての現状をお伺いするアンケートを実施しました。

プロジェクト項目の該当有無

平成27年度　施策評価表　（平成28年度向け施策の取組方針）

100%

** ** 0%

55.6%

5.6%

0%

** **

**

①
尼崎版グリーンニューディール
の経済波及効果（生産誘発額）

↑ H24 566.0 百万円
566.0
以上

②
省エネ設備導入補助事業所
数

↑ H24 1 件 10

③ 市内法人設立の割合 ↑ H24 2.8
設立件数/前年

度末全法人数

％
10.0 2.8

21④
尼崎インキュベーションセンター
における起業者の入居率

→ H24

2,300 件 2,500

34 ％ 20以上

⑤ AMPI技術相談件数 ↑ H24 2,993

14 ** **

行政が取り組んでいくこと ■次世代のものづくり産業を担う人材の育成

** ** **

これまでの取組の成果と課題（目標に向けての進捗と指標への貢献度）

進捗

2,467

①②
●概ね
　順調

行政が取り組んでいくこと ■環境と産業の共生による地域経済の活性化

○やや
　遅れ

主な
事務事業

・尼崎版グリーンニューディール推進事業
・中小企業エコ活動総合支援事業

○遅れ
ている

【全体】
①平成26年10月に産業の振興、起業の促進、雇用就労の維持創出に関する基本理念を示した産業振興基本条例を定めたところである。今
後は条例の基本理念に基づき、本市産業施策の評価・整理を行い平成28年度に向けて重点的に取り組むべき施策の再構築を行っていく。
②また、上記の施策再構築に当たっては「事業所景況調査事業」などを通じて常に変化していく経済動向や産業界のトレンドを把握し、より効
果的な施策構築のためのデータ分析を行っていく。
【尼崎版グリーンニューディール（AGND）】
③「尼崎版グリーンニューディール（AGND）推進事業」は、経済環境局だけでなく、関係課が事業構築し取り組んできており、徐々に取組を拡
充しているところである（平成24年度12事業、平成25年度19事業、平成26年度は23事業）。また、平成26年度には阪神間の産業連関表を活
用した、経済循環効果の測定について調査・研究を行い、阪神地域内で一定の経済波及効果があるとの結果を得たところであるが、今後の
事業推進のためには、継続的な財源の確保が課題となっている。（指標①）
【エコプロダクツ総合支援事業】
④本市発の環境に優れた製品を市内外に発信するため、平成26年度はあまがさきエコプロダクツグランプリ受賞製品を展示会に出展し、ＰＲ
を図り、商談につながったものもあった。今後、一定の基準を満たすものを認証し、効果的なＰＲを行っていく手法を検討する。また、省エネ設
備を導入する中小企業を対象に導入費を補助する「設備導入促進事業」は、平成26年度に市内事業者による製造・施工による設備導入は限
度額と予算額を引き上げたことに併せ、制度の周知を鋭意進めたこともあり、平成27年度は利用者が大幅に増加している。（指標①、②）
【環境格付融資】
⑤中小企業エコ活動促進資金事業では、市内金融機関との連携により環境関連投資を後押ししてきた。平成26年度に「尼崎エコサポートファ
イナンス」を拡充し「環境格付融資」を受ける事業者にも支援を行っている。しかしながら、利用実績が伸びていないことから、利用促進に向
け、その原因の把握を行い、制度設計の見直しについて検討する。（指標①）

関連する
目標指標

【創業支援】
⑥新規事業者の創出・誘致、高付加価値化技術の研究開発、産業人材の育成といった機能別拠点をリサーチコア地区に設け、「リサーチコア
推進事業」の取組により、各拠点の運営主体において、安定したサービス提供が行われている。（指標④、⑤）
⑦近年、高い入居率を示しているインキュベーション施設では、特に研究開発型を中心とする製造業関連事業者にとって施設の利便性が高
く、入居者のうち約96％（契約床面積ベース27年3月時点）を占めている。他方で、本市支援期間後も継続入居する事業者があり、近年は空
区画数の低下とこれに伴う創業期の事業者の割合に低下が見られる。（指標④）
⑧創業支援に関する本市、尼崎商工会議所及び尼崎信用金庫の3者連携協定の締結（平成27年2月）を行い、産業競争力強化法に基づく認
定創業支援事業計画での創業支援の一層の推進を図っている。（指標③）潜在的な創業予備群へのアプローチのため、平成27年度整備の
中小企業センター創業支援拠点（仮称）の運営支援が必要である。
【人材育成】
⑨事業者からAMPIへ多種多様な技術相談等が寄せられている状況は、ものづくり技術の高度化に資する事業者の人材育成に役立ってい
る。（指標⑤）
⑩ものづくりを支える技術や技能、関心を育むため、「ものづくり達人顕彰事業」の取組による優秀な技術・技能の発掘と次代への継承、並び
に「ものづくり」への関心を高める取組として「産業人材育成支援事業」を展開している。今後は、優れた技術の伝承といった人材育成ととも
に、雇用創出に結び付ける視点での問題点の抽出が必要である。
【金融支援】
⑪中小企業の設備等近代化や経営基盤安定化の促進を目的として17の融資制度を展開しているが、近年は制度間に利用のバラつきがある
とともに、件数自体も減少傾向のため、平成27年度には利用促進を目的に融資利率の一部引き下げを図った。引き続き、県や他都市の融資
制度との比較検討を進めるなか、本市が力点を置く分野への融資制度の拡充などの現行制度の改廃についても検討を行い、金融機関等と
調整する必要がある。

25年度

26年度
30.3%

第　８位 / 20施策

25年度 第15位 / 20施策
●満足度

満足

５点満点中　　2.95点（平均2.91点）

評価と取組方針次年度に向けた取組方針

総合評価

新規・拡充の提案につながる項目
①～⑪
　上記方針に沿った平成28年度向けの具体的な支援施策については、産
業振興基本条例の基本理念を踏まえ、既存の産業、雇用就労施策を整理
し、重点的に取り組む施策について検討する。

改革・改善の提案につながる項目
①～⑪
・上記方針に沿った平成28年度向けの具体的な支援施策については、産
業振興基本条例の基本理念を踏まえ、既存の産業、雇用就労施策を整理
する中で、事業の精査を行う。
・上記と併せて、重点施策の成果を明確に数値化できるよう、目標指標に
ついても検討する。

①～⑪
・本市産業の中核をなす製造業の事業所数は全国と同じく減少で推移して
おり、市内事業所数の約1割という状況は全国とともに今後も減少傾向を示
すと考えられる。
・産業振興基本条例で示す「産業の振興」並びに「起業の促進」において、
製造業に加えて非製造業（市内事業所数の約9割を占める）に関する施策
を構築する必要がある。

【尼崎版グリーンニューディール（AGND）】
③尼崎版グリーンニューディール推進事業における、今後の事業推進に必
要な環境基金等の財源を確保し実施する。
【環境と産業の共生による地域経済の活性化】
③④⑤環境モデル都市として、環境保全を意識した設備投資や環境に関
する新技術の開発など環境と産業の共生を意識した事業活動を支援する
ことを基本とし、その支援対象の拡充を検討する。

・省エネ設備導入補助事業所数は増加傾向
にあり、環境基金の財源確保も含め、引き続
き環境と産業の共生に取り組んでいくが、産
業面・環境面ともに費用対効果の検証が課
題となっている。景気動向と二酸化炭素排出
量の比例関係が弱まっていくかどうかなど長
期的な視点でデータを収集するとともに、効
果が認められる具体事例を打ち出すなど、
施策のねらいを明確にしていく。

・尼崎インキュベーションセンターにおける、
起業者の入居率が減少傾向にある。平成２
７年度は、地方創生の一環として中小企業
センター内に創業・起業支援拠点を整備す
ることとしており、ソーシャルビジネス振興
や、人材育成の視点も踏まえ、有効な支援
施策の構築を目指す。

・非製造業に関する施策の構築にあたって
は、労働生産性の向上などを掲げる地方創
生の方向性を踏まえて取り組む。

●上記取組方針を踏まえ、施策の２次評価
は「転換調整」とし、より効果的な取組への
転換に向け調整を行う。

□現行継続
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3.59

3.69

3.79

4.39

３.99

4.09

4.19

4.29

3.002.60 2.70 2.80 2.90 3.503.10 3.20 3.30 3.40

１．地域コミュニティ

２．生涯学習

３．学校教育 4．子ども・子育て支援

５．人権尊重

６．地域福祉

７．高齢者支援

８．障害者支援

９．生活支援

10．保健医療・年金

11．地域保健

12．消防・防災

13．生活安全

14．就労支援

15．地域経済の活性化

16．文化・交流

17．地域の歴史

18．環境保全・創造

19．住環境

20．都市基盤

満
足
度

重要度

３.89

平均値
（重要度）
３．９９

3.39

平均値
（満足度）
２．９５



施策名：
施策番号： -

１　施策の基本情報 ３　市民意識調査（市民評価）

２　目標指標

※割合の合計は、端数処理の関係により100％にならない場合があります。

４　担当局評価（一次評価） ５　施策評価結果（二次評価）

主な
事務事業

-

改革・改善の提案につながる項目

○遅れ
ている

進捗 ○順調
●概ね
　順調

○やや
　遅れ

第　８位 / 20施策

25年度 第15位 / 20施策
●満足度

満足

５点満点中　　2.95点（平均2.91点）25年度

26年度
1.1%

26年度

尼崎市商業活性化対策支援事業
尼崎市市場・商店街等安全・安心事業 等

関連する
目標指標

行政が取り組んでいくこと ■地域社会を支える事業活動の支援

- **

これまでの取組の成果と課題（目標に向けての進捗と指標への貢献度）

【商業活性化】
①小売市場・商店街等が主体となって行う、商業活性化に向けた取組を支援する「尼崎市商業活性化対策支援事業」の実績が、引き続き伸び
ている（H24：13件⇒H25：17件⇒H26見込み：22件）。これは、これまで目立った活動のなかった地域が、他地域の成功事例等を受け、新たにバ
ルや逸品ツアーを開催したことや、他地域においても、地域の「にぎわいづくり」に向けて、意欲のある事業者を中心に、引き続き集客向上に向
けた取組が進められたことなどによるものと分析している。これらの動きを受けて、商業団体間の連携の機運が高まったことにより、H26年度
は、5つの商店街の共同事業として、「尼崎商店街サミット2015」が開催されたとともに、「尼崎商店街新聞」が全戸配布された。（目標指標①②
③④）
　　一方で、H27年度より、上記の事業のうち、近年実績が無かった「大学等協同研究支援事業」を廃止とした他、「魅力向上支援事業」において
は、商店街等に属さなくとも、地域の「にぎわいづくり」の貢献が期待できる事業も対象としたなど、H26年度の施策評価の結果等も踏まえ、制度
の見直しを行ったところである。今後においても、可能な限り効果測定等を行う中で制度の見直し等にも着手し、地域の「にぎわいづくり」等に貢
献する、主体的かつ意欲的な商業者の取組を支援する。（目標指標①②③④）
②本市の中心的市街地（中央・三和・出屋敷地区）の認知度向上、経済の活性化策として実施してきた「メイドインアマガサキ支援事業」は、販
路拡大、情報発信機能の強化を図るため、H26年度にメイドインアマガサキショップを中央公園パークセンター内に移転するとともに、顧客から
のニーズもあった市北部地域に新店舗をオープンしたほか、都市ホテルでのカタログ販売を開始するなど、積極的に認知度向上策を展開してき
た結果、認証商品の売上も増えているなど、成果が出てきている。
【市場・商店街等における安全・安心への取組】
③空店舗率が極めて高い等の小売市場・商店街を対象に、H25年度に実施した「市場・商店街等基礎調査事業」の結果等を踏まえ、H27年度よ
り、防火・防犯機器等の設置支援、アーケードなど老朽化した共同施設の撤去支援、将来的な利用転換などを検討する際の専門家派遣費用の
支援を内容とする「尼崎市市場・商店街等安全・安心事業」を新たに構築した。
　当面は、当事業における３つの支援策について、毎年度1団体は実施することを目標として取り組む。（目標指標⑤）
一方で、この取組を進めていくためには、H26年度の施策評価の結果にもあるとおり、まずは市場・商店街へ出向き、所有者等と対話等
を通じてさらに実態を把握する。並行して、国、県制度の活用や関係団体等との連携を図りつつ、中長期の計画的な取組として進める。
【再開発ビルの活性化】
④多くの空き床をかかえている「出屋敷リベル」においては、地元商業者によって設立されたリベル㈱が中心となり、「再開発ビル再生整備促進
事業」等も活用する中で、H25年度においては１Ｆをリニューアルし、集客力のある店舗の誘致に成功した。しかしながら、H26年度は2Fのリニュ
ーアルを目指し、約70社へのリーシング活動に取り組んだが、2Fは区画が細いことなどが要因し、結果として店舗の誘致は実現しなかった。
H27年度も引き続き、2F、B1への店舗の誘致を進めるが、今後は、再開発ビルの活性化に向けた施策は維持しつつも、現行の支援方法の
見直しを検討する。並行して、リベルの活性化の観点から、3階の企業誘致についても、所有者等との調整を行っている。
（指標①、②）
⑤「塚口さんさんタウン」については、地元において、3番館の建替えに向けた協議が進められており、本市としても地域経済の活性化の観点か
ら、建替え実現に向けて、引き続き、地元、庁内関係課と調整等を図る。
【農業振興】
⑥本市の都市農業の特長は、消費地に近いという立地条件を活かした軟弱野菜の産地であることであり、市場への出荷支援及び市民への
市内産農産物のＰＲを目的にロゴ入り結束帯を配付し、農業祭ではそ菜品評会及びそ菜の即売を行っている。また、市街地での営農環境を
整えるために臭いの少ない有機肥料を配付するなど都市農業が存続するための支援を行っており、農業振興の観点からの引き続きの支援が
必要である。
⑦平成17年度にスタートした「伝統野菜栽培促進事業」では「尼藷」「武庫一寸ソラマメ」の栽培を支援するとともに農産物直売所や農業祭等の
イベントを通じて市民等にPRを行い、酒販組合や商工会議所による「尼藷」を原材料とした焼酎やスイーツ等の製造も展開してきた。尼藷に
ついては、一定の供給量を確保するために、ＪＡなどとの協力体制のもと、苗の生産の立て直しをはかり、生産確保に努めている。今後も
さらなる苗の生産体制の確立が必要である。
【ソーシャルビジネス】
⑧ソーシャルビジネス（以下ＳＢ）の振興については、平成26年度には引き続きＳＢ支援庁内検討プロジェクトチーム（以下ＳＢＰＴ）においてＳＢ
の啓発・振興につき検討を行うとともに、県立大学と連携して職員研修を実施した。また、ビジネスプランコンペ（運営ノウハウを有する事業者に
委託）、市民対象のＳＢ講座の実施により人材育成を行った。平成27年度は、ＳＢＰＴに(公財)尼崎地域産業活性化機構を迎え、起業支援の充
実に向けた具体策を検討するとともに、尼崎の課題発見コンペによる市民の課題意識の醸成、長期実践型インターンシップに向けた調査と試
行など、人材育成策を充実させる。

**

⑤
「尼崎市市場・商店街等安全・安心事
業」で安全安心度が増した団体（累計）

↑ - 団体 13 -

**8

0 ** **

④ 継続イベントを実施した団体数 ↑
H23～
25平均

8 団体 10

③
本市商業施策を利用した新規
ソフト事業の実施件数

↑
H23～
25平均

2 件 2 5

16.8 % 16.8 16.8② 商店街振興組合の空き店舗率 → H25

80.7 % 83.2 82.1①
市内で、便利で魅力的な買い物が
できていると思う市民の割合

↑ H23

0%

** ** 100%

0%

100%

100%

** **

**

１６課題「解決」先進都市を目指し、市民活動、ソーシャルビジネスの振興に取り組みます市長公約の該当有無 ●

地域経済の活性化
15 03

税収の安定・向上につながる取組

　総合計画に掲げる２０施策について、その進捗度や関連する項目
の市民意識を把握するため、施策の「重要度」、取組の「満足度」に
ついての現状をお伺いするアンケートを実施しました。

プロジェクト項目の該当有無

平成27年度　施策評価表　（平成28年度向け施策の取組方針）

施策名 15 展開方向 03
地域商業やソーシャルビジネスなど、地域に根差した事
業活動の活性化を支援します。

地域経済の活性化

●

方向
指　標　名 基準値

目標値
（H29） H26

-

87.8 **

17.3 **

**

12

6 **

**

・市内で、便利で魅力的な買い物ができてい
ると思う市民の割合や、本市商業施策を利
用した新規ソフト事業の実施件数等は増加
傾向にある。

・商店街振興組合の空き店舗率が増加して
いること等から、商店街の空き店舗対策とし
て、課題を十分に整理した上で、庁内で連携
することにより、土地をどのように活用してい
くのかという中長期的な視点と、アーケード
の撤去等の支援をするという短期的な視点
の両面で、取組を進める。

・ソーシャルビジネスについては、引き続き、
既存の産業分野の取組との連携を図るとと
もに、市の事業にかかわった人が、具体的
に起業につながることを意識して取組を進め
る。

●上記取組方針を踏まえ、施策の２次評価
は「現行継続」とし、これまでの取組を基本と
しながら、効果的な施策遂行に努める。

評価と取組方針次年度に向けた取組方針

【商業活性化】
①主体的、かつ、意欲的に活性化へ取り組む事業者については、「尼崎市
商業活性化対策支援事業」の活用を中心に引き続き支援する。特に、複数
の団体が連携して行う取組は、地域の「にぎわいづくり」に効果的と考える
ことから、事業の企画段階から参画するなど、総合的に支援していく。一方
で、同事業の内、開始から3年目を向かえる「市場・商店街等省エネル
ギー・省資源化促進事業」については見直しを検討する。市場・商店街の空
店舗を活用したSBなどの起業のニーズも踏まえ、「空店舗活用支援事業」
の見直しに着手する。
②「メイドインアマガサキ支援事業」の継続により、本市の認知度向上、市
内外への更なる情報発信の強化を図る。並行して、事業の全市的展開に
係る調整については、引き続き、関係課・関係団体と連携を図るなかで協
議を進める。
【市場・商店街等における安全・安心への取組】
③まずは、団体のさらなる実態把握に努め、基本的には新たに構築した
「尼崎市市場・商店街等安全・安心事業」の利用を促すことを中心に、商業
集積地の安全・安心面の向上を図るとともに、将来的な利用転換等の推進
に向けた取組を進める。
【再開発ビルの活性化】
④再開発ビルの活性化に向けた施策は維持しつつも、現行の支援策であ
る「再開発ビル再生整備促進事業」を見直し、今後は、全市的な地域商業
の活性化を図る観点から、対象を他の商業施設に拡充するなど、見直しに
着手する。
⑤「塚口さんさんタウン」については、H28年春に予定されている建替決議
に向けて、事業協力者の選定、管理費等滞納問題の整理、最終的な建替
え計画の策定に取り組むため、本市としても地域経済の活性化の観点か
ら、建替え実現に向けて、引き続き、地元、庁内関係課と調整等を図る。
【農業振興】
⑥農業振興対策事業では、販路拡大のため結束帯とともにFG袋等の導入
を検討する。また、農業施設（樋門等）を適切に維持管理することにより、市
内での生産環境の安定的な維持を図る。
⑦伝統野菜栽培促進事業のうち尼藷については焼酎だけでなく、スイーツ
の材料としても開発途上であり、生産量を確保するために、苗の生産体制
の確立、栽培支援を継続していく。また、市内産農産物については、農業祭
や小学校の環境学習（食農）を通じてＰＲを行い、地産地消の推進や伝統
野菜の普及に努めていく。
【ソーシャルビジネス】
⑧SBについては、兵庫県立大学のＣＯＣ事業（地（知）の拠点整備事業）と
連携し、市民研修、市民・事業者向けフォーラムを開催し、認知度を高めて
いく。SBにおける庁内関係課との研究会を継続するほか、市内金融機関と
ともに起業を促進する仕組みを構築する。また社会起業家の育成と普及
啓発を目的とするビジネスプランコンペを委託により実施する。

新規・拡充の提案につながる項目
①～⑤産業振興基本条例の基本理念を踏まえ施策を整理し、重点的に取
り組む施策について検討する。⇒「再開発ビル再生整備促進事業」を見直
す。
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①～⑤・産業振興基本条例の基本理念を踏まえ施策を整理する中で、事
業の精査を行う。
・上記と併せて、重点施策の成果を明確に数値化できるよう、目標指標に
ついても検討する。
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